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一般廃棄物の適正処理と災害廃棄物対策

インタビュー   環境省の松﨑廃棄物適正処理推進課長に聞く

松﨑 裕司  環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課長
×

坂川　勉  日本環境衛生センター 専務理事

■１．はじめに

坂　川：（一財）日本環境衛生センター専務理
事の坂川でございます。本日は環境省環境再
生・資源循環局廃棄物適正処理推進課の松﨑
裕司課長を訪問しております。大変お忙しい
ところ時間を割いていただき、ありがとうご
ざいます。

環境省では循環型社会の構築に関して様々
な施策を講じておられますが、今回は、廃棄
物適正処理推進課の業務、具体的には一般廃
棄物の適正処理や災害廃棄物対策を中心とし
て、昨年2024年の振返り、そして2025年の展
望などについてお話を伺ってまいりたいと考
えております。

■２．2024年の振返り

坂　川：最初に、2024年を振り返っていただ
きたいと思います。おそらくは昨年１月１日
の能登半島地震により発生した災害廃棄物に
関することが大変重要なこととして挙げられ
ると思いますが、これについては後ほど、今
後のことも含めてまとめてお話をお伺いしま
す。そのほかにも多くの出来事がありました
ので、それらのなかから印象深いものをいく
つかご紹介いただきたいと思います。よろし
くお願いします。

松﨑課長：能登半島地震への対応については
後ほど詳しくご説明いたしますが、まずはじ
めに、令和６年能登半島地震及び豪雨災害に

坂川勉 専務理事と松﨑裕司 廃棄物適正処理推進課長
（取材：2025年１月14日）
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より亡くなられた方々の御冥福をお祈り申し
上げるとともに、被災された皆様にお見舞い
申し上げます。また、御協力をいただいた皆
様にこの場を借りて改めて心より感謝申し上
げます。

さて、去年の振返りでは、沢山あるのです
が、３つほど触れたいと思います。

【一般廃棄物処理施設の整備・更新】
１点目は一般廃棄物処理施設の整備・更新

についてです。
令和５年６月に閣議決定された（廃棄物処

理法に基づく）「廃棄物処理施設整備計画」
におきまして、持続可能な廃棄物の適正処理
を確保するために、広域化・集約化のより一
層の取組み、また、施設整備をはじめとする
トータルコストの縮減の必要性などが示され
ています。こうした方向性を実践するため、
昨年３月末に「広域化・集約化の更なる促進」
と「施設規模等の適正化・最適化」に係る通
知を都道府県を通じて市町村にお示しすると
ともに、循環型社会形推進交付金等の関連予
算において、長期広域化・集約化計画の策定

に対する都道府県への財政支援やその計画に
沿って市町村が先進的な広域化・集約化を実
施する際の施設整備費への交付率の嵩上げ、
焼却施設等に関する交付対象上限値の設定な
どの制度改正を行い、令和６年度から取り組
んでいるところです。

【 カーボンニュートラル型廃棄物処理施設の
技術開発（GI基金の執行）】
２点目は技術開発についてです。
令和６年２月に、国立研究開発法人新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）に
おいてグリーンイノベーション（GI）基金事
業における廃棄物・資源循環分野のプロジェ
クトとして４件採択されました（図１）。今
回採択された事業については、いずれも従来
の焼却処理を代替し、廃棄物を資源として循
環させるとともに、CO2などの温室効果ガス
の排出削減にも資するカーボンニュートラル

（CN）型廃棄物処理施設の技術開発を行うも
のです。

具体的な採択事業を簡単にご紹介します
と、１件目は日鉄エンジニアリング株式会社

図１　 GI基金における廃棄物・資源循環分野での取組み（イメージ）
出典： 松﨑裕司、“脱炭素社会と循環経済社会の実現に向けた廃棄物分野の重点施策”、

廃棄物工学研究所2024年度秋季シンポジウム「持続可能な社会の実現に向けて」、
（2024年11月29日開催）
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の採択事業です。CO2分離回収を前提とした
CN型廃棄物処理全体システムの開発であり、
CO2回収プロセスに影響を与える微量物質の
特定などを行い、廃棄物に含まれる炭素回収
率90％以上を目指すものです。２件目はカナ
デビア株式会社の採択事業です。CO2高濃度
化廃棄物燃焼技術の開発であり、CO2が高濃
度化された排ガスから安定的に90％以上の効
率を達成するCO2分離回収技術を開発するも
のです。３件目はJFEエンジニアリング株式
会社と積水化学工業株式会社との協同で採択
された事業です。ガス化改質と微生物を用い
たエタノール製造による廃棄物ケミカルリサ
イクル技術の開発であり、ケミカルリサイク
ルシステム全体での炭素有効利用率27％以上
を目指すものです。４件目は水ingエンジニ
アリング株式会社の採択事業です。バイオメ
タネーション技術の開発であり、メタン発酵
バイオガスからCO2を分離せず直接メタネー
ションによりメタン濃度97％以上のバイオメ
タン生成を目指すものとなっています。

いずれの事業においても次の開発ステージ
に進めるようサポートするとともに、採択さ
れた事業のプロジェクト責任主体として事業
の進捗を管理し、開発・実証を行う技術の社
会実装を実現するための施策を推進してまい
ります。

【 一般廃棄物処理業務の
持続可能な実施のための取組み】
３点目は一般廃棄物処理業務の持続可能な

実施のための取組みです。
昨年（令和６年）の春季労使交渉では、賃

上げ額、賃上げ率ともに前年を大きく上回っ
たところですが、引き続き、物価上昇を乗り
越える構造的な賃上げを実現するためには、
特に我が国の雇用の７割を占める中小企業が
その原資を確保できる取引環境を整備するこ
とが重要です。

また、一般廃棄物処理事業を確実に実施し、
構造的な賃上げを実現するためには、昨今の

物価の状況なども踏まえた適切な委託料・処
理料金が事業者に支払われることが重要です。

これらを踏まえて、環境省では、昨年９月
30日に「一般廃棄物処理業務における「労務
費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指
針」等を踏まえた対応について」という局長
通知（環循適発第2409302号）を発出しました。

この通知では、市町村にはその区域内にお
ける一般廃棄物の適正な処理を確保しなけれ
ばならないという極めて重い責任があるこ
と、適正処理や構造的な賃上げの実現等のた
めには適切な委託料等が事業者に支払われる
ことが重要であることを示しています。また、
価格交渉に関する指針（令和５年11月29日内
閣官房及び公正取引委員会「労務費の適切な
転嫁のための価格交渉に関する指針」）や基
本方針（令和６年４月19日閣議決定「令和６
年度中小企業者に関する国等の契約の基本方
針」）を踏まえた一般廃棄物処理業務の委託
の入札・契約手続の運用において特に留意す
べき事項を整理しています。さらに、令和６
年度地方財政計画において、ごみ収集や学校
給食など自治体のサービス・施設管理等の委
託料が増加しており、一般行政経費に300億
円が計上されていることを踏まえ、必要な措
置の実施に努めるよう求めております。

今後とも、この通知の趣旨が全国の市町村
等に幅広く伝わり、適切に価格転嫁が実施さ
れるよう周知していきたいと考えております。

■３．2025年の展望

坂　川：ありがとうございました。今のお話を
お聞きして、たくさんあるなかでとても大事な
ことを３つに絞っていただいたと思います。

次に、2025年についてお伺いしたいと思い
ます。従来から進めてきておられる適正処理、
循環型社会形成のための３Rの推進、そして
廃棄物処理分野における脱炭素化対策などに
ついては、引き続き重要な施策として取り組
まれるものと思います。2025年度において特
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に重要な施策をいくつか挙げていただきたい
と思います。

松﨑課長：全体としては、一般廃棄物処理に
おいては適正処理の確保を大前提とし、平時
の取組みとして、持続可能な処理事業ができ
るような対策を取ること、３R＋Renewable
といった資源循環を一層進めていくこと、気
候変動対策として脱炭素化の推進を一般廃棄
物処理分野でも進めていくこと、これら３点
が特に重要な施策の柱になると考えていま
す。それと併せて、これらの平時の取組みを
ベースとした災害時の対応が言うまでもなく
重要であり、これら平時と災害時の施策を相
互に連関させながら一体的に推進していく必
要があると考えております。

個別の施策で申し上げると、先ほど申し上
げた災害廃棄物対策を含む４点に加えて、個
別のトピックスとしてここでは２点ほどご紹
介したいと思います。

【一般廃棄物処理システム指針の改正】
まず１点目は資源循環に関する分野で、一

般廃棄物処理システム指針の改正です。
昨年８月に閣議決定された第５次循環型社

会形成推進基本計画において「循環経済への
移行」を国家戦略として掲げ、資源
循環の取組みを一層拡大していく方
針を打ち出しています。一般廃棄物
処理の分野におきましても、適正処
理を確保しつつ、排出削減とともに
分別・再資源化等を推進することに
より焼却量削減の取組みを一層進
め、資源循環型の一般廃棄物処理シ
ステムの構築を促進することが重要
です。

再資源化を進めるにあたっては、
適切な分別収集がより一層重要にな
ると考えています。環境省では、一
般廃棄物の標準的な分別収集区分や
リサイクル、エネルギー回収、最終

処分等の処理の考え方を示す「市町村におけ
る循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理
システムの指針」を公表しておりますが、プ
ラスチック資源循環法の施行による製品プラ
スチックの分別収集の普及や、有機性廃棄物
の焼却処理から資源循環への転換、また、資
源循環の促進のための分散型回収拠点の整備
等が求められる最新の社会情勢、周辺状況の
変化などを踏まえて、このシステム指針の改
訂作業を行っています。

また、有機性廃棄物に関しましては、市町
村等が実施する可燃性廃棄物（生ごみ・廃食
用油・剪定枝）の分別収集及び適正な循環的
利用に要する経費について、総務省にご協力
いただき、令和７年度から新たに特別交付税
措置を講ずる等の対応も予定しております。

これらを含めて、市町村等による資源循環
の取組みの後押しをしっかり進めていきたい
と考えております。

【リチウム蓄電池発火対策】
２点目は、リチウム蓄電池発火対策です。

近年、廃棄物処理施設や収集運搬車両におい
てリチウム蓄電池及びリチウム蓄電池を使用
した製品に起因する火災事故等が頻繁に発生
しています（図 2）。令和４年度には4,260件

出典： 環境省資料
図 2 　 二次電池に起因した火災等の発生品目（複数回答）
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発生しており、深刻な課題となっています。
環境省はこれまで、リチウム蓄電池対策に

関する基礎調査や効果的な回収体制の構築等
を支援するモデル事業などを行い、そこで得
られた成果等を「リチウム蓄電池等処理困難
物対策集」としてとりまとめて公表し、その
更新・アップデートを毎年度行い、自治体間
での好事例の横展開を図っています。また、
自治体等での使用を想定したポスターなどの
啓発ツールの作成や、製造事業者等と連携し
た市民向けの回収キャンペーンなど、分別回
収の重要性等に関する普及啓発も継続的に実
施してきました。

さらに、廃棄物処理法に基づく広域認定制
度を活用し、令和３年度には加熱式たばこの
喫煙器具を同認定制度の対象品目に追加する
など、製造事業者等による処理体制の構築も
合わせて支援してきたところです。

今後は、リチウム蓄電池やその使用製品の
効果的な回収体制構築等を支援するモデル事
業や普及啓発を引き続き実施するとともに、
資源有効利用促進法による製造事業者等の自
主回収・再資源化の更なる促進、小型家電リ
サイクル法に基づくリサイクラーによる再資
源化の取組みの推進、再資源化事業等高度化
法に基づく製造事業者等と廃棄物処分業者が
連携したリチウム蓄電池等の更なる分別回収
の推進などにより、火災事故等の防止を通じ
た安全対策を一層推進していきたいと考えて
おります。

■４．今後のごみ処理施設整備の方向性

坂　川：ありがとうございます。今、ご説明
のありましたリチウム蓄電池の対策に関しま
しては、全国各地で事故が起きていますので
取組みが一層進むことを期待しております。

次に、今後のごみ処理施設整備の方向性な
どについて、お伺いしたいと思っております。
自治体が強い関心を持っている循環型社会形
成推進交付金等の来年度予算案などについて

ご説明をお願いします。

松﨑課長：
【循環交付金等の来年度予算案】

今仰っていただきましたように、全国の自
治体の方々の関心が非常に高い分野と受け止
めています。全国的に多くの一般廃棄物処理
施設が老朽化等により更新・整備をしなくて
はならないという状況であり、更新需要は年
を追うごとに増えています。これに対応する
ため、令和６年度補正予算で1,101億円、ま
た令和７年度当初予算案で561億円の合計
1,662億円を計上しており、必要な財源確保
に向け、現在最大限対応しているところです。

また、持続可能な一般廃棄物処理施設整備
の観点から、この循環型社会形成推進交付金
等制度の追加的な見直しも必要に応じて実施
していく予定です。今後、交付要綱等の改正
により内容を具体化することとなりますが、
令和７年度の循環型社会形成推進交付金等で
は、
① 「広域化・集約化の更なる促進に資する施

策」として、長期広域化・集約化計画に沿っ
た集約化を前提とし、集約化までの期間に
おける施設の延命化対策として実施する基
幹改造事業の新設や先進的な広域化・集約
化に伴う廃棄物処理施設の解体支援策の導
入

② 「資源循環の強化に資する施策」として、
可燃物の焼却量低減に繋がるよう、回収品
目に関する要件等を設定したうえで、分散
型資源回収拠点の整備事業の新設

③ 「中長期的な更新需要抑制に資する施策」
として、ごみ焼却施設の新設時における整
備事業費の単年度当たりの上限割合の平準
化の検討の要件化

などを予定しています。

引き続き、全国の自治体の皆様には施設整
備の更新需要の平準化に最大限努めていただ
きますとともに、廃棄物の発生抑制や資源循



33

No2 インタビ ュー_環境省松﨑氏_5n　　ページ33

インタビュー  環境省の松﨑廃棄物適正処理推進課長に聞く
　　  一般廃棄物の適正処理と災害廃棄物対策

生活と環境　令和７年３月号

環・リサイクルについて自治体と住民の方々
のご理解・ご協力が今後一層必要になります
ので、是非ご協力いただければと考えており
ます。

坂　川：ありがとうございました。環境省で
は従来からごみ処理施設の広域化を進めてい
ますが、それに加えまして、昨年３月29日に、

「中長期における持続可能な適正処理の確保
に向けたごみ処理の広域化及びごみ処理施設
の集約化について」という通知が発出されま
した。この通知では、都道府県が長期広域化・
集約化計画を策定することを求めています
が、その進捗具合は如何でしょうか？

松﨑課長：
【広域化計画の策定状況】

現時点においては同通知に基づく長期広域
化・集約化計画を策定した都道府県はござい
ませんが、長期広域化・集約化の策定に係る
都道府県への支援メニューを令和６年度から
新たに設け、来年度の予定も含めますと16自
治体においてこのメニューを活用して計画策
定を進めていただいているところでございま
す。また一部の自治体においては管下市町村
への説明会も実施するなど、各都道府県にお
かれては長期広域化・集約化計画の策定に向

けて前向きに取り組んでいただいているもの
と理解しております。将来にわたって持続可
能な一般廃棄物の適正処理を確保する観点か
ら、この長期広域化・集約化計画は、すべて
の都道府県で令和９年度末までに計画を策定
いただきたいと考えております。その観点か
ら、今申し上げました交付金の計画策定支援
メニューに加えて、説明会の実施や技術的助
言など、環境省としても後押ししてまいりま
す。

坂　川：ごみ処理施設の整備に関することで
気になりますのは、コストアップのことです。
建設費が近年高騰して自治体としても困った
状況になっています。また、建設費の高騰が
循環交付金の予算のひっ迫の一因となってい
ると思われます。令和５年には、日本環境衛
生センターが低コスト化について報告書をと
りまとめ、環境省にお渡ししました。施設整
備の低コスト化対策に関しては、どのような
対策を講じているのでしょうか？

松﨑課長：
【低コスト化の対応状況】

貴センターからいただきました報告書のご
提案や近年の一般廃棄物焼却施設の建設・運
用実態なども踏まえ、施設建設時や維持管理
時におけるコスト低減にも寄与するような施
設規模の適正化などに繋がる施策を昨年の３
月にお示ししており、原則として令和10年度
以降の新たな整備事業に対してこの施策を本
格的に適用するということとしております。
この施策を通じて廃棄物処理施設の整備コス
トの最適化や抑制の観点から一定の効果が得
られるものと考えております。トン単価の上
限値は、資材価格の向上等も踏まえた形で設
定することとしており、国交省で公表されて
いるいわゆるデフレーター指標も踏まえ上限
値の見直しを定期的に行うこととしています。

また、平成18年度に策定した「廃棄物処理
施設建設工事の入札・契約の手引き」につい

松﨑裕司廃棄物適正処理推進課長
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ても、近年の契約方式の動向等も踏まえ、現
在改訂に向けた検討を行っているところで
す。自治体の状況等を踏まえたうえで、より
良い改正ができるように対応していきたいと
考えております。

坂　川：ありがとうございました。リサイク
ルを進めることにより施設規模を抑えること
ができれば、低コスト化に繋がります。

一方で、我が国のごみのリサイクル率を見
てみますと、平成22年度の20.8％がピークで、
その後は横ばい、またはわずかに低下し、令
和４年度は19.6％となり、残念ながら少し下
がっているという状況です。容器包装プラス
チックに加えて製品プラスチックのリサイク
ルも行われているとのお話がありました。プ
ラスチック資源循環促進法が令和４年４月に
施行されたことを受けての見通しや、リサイ
クルをさらに進めるための方策について、お
聞きしたいと思います。

松﨑課長：
【 プラ法等に基づくプラスチックの
資源化の取組み】
資源循環の基本的な考え方などについて

は、循環型社会形成推進基本計画に定められ
たとおりです。プラスチックに限らず、でき
るだけ単純焼却せずに、リサイクルできるも
のについては回収・分別の工夫を行うことに
よって資源循環が進むような方向を目指す必
要があると考えています。また、循環交付金
等の施設整備支援予算においてトン単価の上
限値の設定を行いましたが、施設整備の算定
式における１人１日当たりの焼却ごみ量につ
いても上限値を設け、ごみ処理の有料化を進
めているところに配慮しつつ、焼却量の低減
に繋がる施策を講じております。

そのうえで、今ご指摘いただいたプラス
チック資源循環促進法に関して、施行から３
年近くが経過した今の状況を概括ご紹介させ
ていただきます。

環境配慮設計については、先進的に国の法
律に沿った認定を受け入れるような動きも見
られています。政府としてもグリーン購入や
政府調達といった形でサポートしています。
同法に基づきプラスチック使用製品廃棄物の
回収を既に開始している、または令和６年度
中に開始する予定の地方公共団体数は102ま
で増加しており、令和７年度はさらに多くの
地方公共団体において開始される予定です。
また、同法第33条に基づく再商品化計画につ
いては、昨年度までに14件の認定を行ったほ
か、今年度も現時点で新たに13の地方公共団
体に対して認定を行いました。また、同法第
39条に基づく自主回収・再資源化事業計画に
ついてはこれまで計５件、同法第48条に基づ
く再資源化事業計画についても計６件の認定
を行っており、現在も多くの事業者から相談
を受けているところです。

このように、企業や自治体におけるプラス
チック資源循環に対する積極的な姿勢が顕在
化していると感じており、これから本格化し
ていくものと見込んでおります。

環境省では、各地域においてこれらの取組
みが成立する仕組みになるよう必要な助言を
行うとともに、モデル事業等も実施し、その
成果を踏まえたガイドラインを作成するな
ど、初めて分別回収に取り組む自治体におい
てもスムーズに取り組めるよう、技術的支援
等も行っております。

今後とも、自治体や企業の方々とのコミュ
ニケーションをより密に取っていきながら、
後押しをしていきたいと考えております。全
国７カ所の地方環境事務所にもプラスチック
資源循環を担う担当をそれぞれ配置してお
り、本省と地方環境事務所が一体となってプ
ラスチック資源循環の取組みへの支援を一層
進めていきたいと考えております。

■５．災害廃棄物対策

坂　川：プラスチック資源循環促進法に基づ
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く様々な取組みが全国で進みつつあるという
ことがよくわかりました。ありがとうござい
ました。

次に、冒頭にも申し上げました災害廃棄物
対策についてお聞きします。能登半島では、
昨年元日に発生した地震だけでなく昨年９月
には豪雨災害も発生し、被災地では非常に厳
しい状況にあります。現在の能登半島におけ
る公費解体や災害廃棄物の処理状況について
教えていただければと思います。

松﨑課長：
【公費解体・災害廃棄物処理の進捗状況】

令和６年能登半島地震の発災直後の初動期
においては、石川県庁に設置された政府現地
対策本部に環境省職員を派遣するとともに、
奥能登の被災６市町にも職員を派遣し、被災
自治体のニーズに即してきめ細かな対応を実
施してきました。また、災害廃棄物処理支援
ネットワーク（D.Waste-Net）メンバーの派
遣協力による現地支援を行うとともに、関係

団体・事業者の方々にご協力いただき、避難
所等の仮設トイレからのし尿の回収や生活ご
みの収集運搬・処理体制の確保に関する集中
的な支援も行いました。日本環境衛生セン
ターの皆様には、仮置場の開設・管理などに
係る技術的助言等の現地支援をいただき、改
めて感謝申し上げます。

公費解体につきましては、昨年１月に「公
費解体・撤去マニュアル」を策定し、その後、
数次にわたる改訂を行ったところです。また、
昨年５月には、公費解体の申請手続の更なる
円滑化の観点から、法務省と連名での事務連
絡を発出し、損壊家屋等のうち建物性が失わ
れた倒壊家屋等は関係者全員の同意取得を不
要とするなど、申請手続の合理化・簡素化を
行ってまいりました。また被災市町における
申請受付事務への人的支援や申請書類の合理
化の周知等の申請手続の円滑化や、工事前調
整を担う補償コンサルタントの体制確保・強
化等を図ることにより、公費解体の申請から
解体工事の完了までの各種目詰まりの解消を

図 3　 令和７年10月までの解体完了、同年度末までの災害廃棄物処理完了を目指し、解体・撤去を推進
出典： 環境省、“災害廃棄物（公費解体）の推進について”、https://www.env.go.jp/content/000271208.pdf、（参

照2025年２月18日）
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行うなど、様々な観点から公費解体の加速化
を支援してきたところです。

また、解体工事の加速化に伴い解体廃棄物
が大幅に増える状況も踏まえ、各市町におい
て仮置場の更なる確保等を図るとともに、石
川県とも連携し、環境省において県外の処理
先の確保の受入れ調整などにも積極的に取り
組み、車両輸送に加え海上輸送や鉄道輸送等
も活用して、広域処理を進めているところで
す。広域処理にあたっては、北陸・中部・関
東・近畿各ブロックの自治体の皆様及び関係
事業者の皆様に多大なご協力をいただいてお
り、深く感謝申し上げます。

このように令和６年能登半島地震の被災地
の皆様が復旧に向け大変な努力をされている
中、その途上において、昨年９月に奥能登で
大規模な豪雨災害が発生しました。このよう
な非常に厳しい状況等を踏まえ、大雨災害に
よる災害廃棄物処理についても、特例的に、
特定非常災害に指定された令和６年能登半島
地震と同水準の支援を行うとともに、半壊以
上の家屋等の解体を支援対象とすることとい
たしました。

石川県における公費解体の進捗ですが、昨
年末時点で申請棟数34,839棟、解体完了棟数
14,152棟となり、昨年末の中間目標（約
12,000棟解体）を達成し、計画を上回るペー
スで進捗しております。今年10月までの公費
解体の完了と来年度末までの災害廃棄物処理
完了を目指して、災害廃棄物の県外への広域
処理体制の強化も含め、今後とも石川県と緊
密に連携しながら、引き続き被災市町を全力
で支援していきたいと考えております（図 3）。

坂　川：能登半島における災害廃棄物の処理
と公費解体の状況がよくわかりました。あり
がとうございました。

私は2011年に東北地方太平洋沖地震が発生
したとき、当時の環境省廃棄物・リサイクル
対策部におりました。当時は、今と比べます
と災害への備えが不足していまして、大量の

災害廃棄物が発生した場合に、一体何から手
をつければ良いのか、そしてどのような手順
で対策を進めるべきなのかを一から考えなけ
ればなりませんでした。おそらく、それぞれ
の自治体においても同様だったのではないだ
ろうかと思います。その教訓を踏まえまして、
その後は、災害時に備えた災害廃棄物の処理
に関する計画を事前に作成し、被災地を支援
する体制も事前に準備するようになりまし
た。そのような事前の備えが、今回の能登半
島地震において役に立ったのではないかと思
われますが、いかがでしょうか？

松﨑課長：
【全体】

平成27年の廃棄物処理法改正も含め、東日
本大震災の経験を生かそうと様々な対策に取
り組んできました。その後発生した災害に対
して、法改正以降に積み上げてきた様々な取
組みが活かされ、今回の能登半島地震におい
ても最大限活用しつつ鋭意取り組んでいま
す。その意味では、東日本大震災発災当時に
廃棄物・リサイクル対策部企画課長でいらっ
しゃった坂川専務理事をはじめ各方面の方々
が苦労されながら取り組まれてきたことは、
その後の大規模災害への対応に着実に活かさ
れていると実感しています。私は、廃棄物処
理法改正が成立した直後の平成27年８月に当
時の廃棄物対策課（今の廃棄物適正処理推進
課）の総括補佐に着任し、離任後の他部局か
らの応援派遣も含め、平成28年熊本地震、平
成30年西日本豪雨、令和元年東日本台風、令
和２年７月豪雨など、様々な災害での災害廃
棄物支援業務に携わってきました。平成27年
法改正後に発生したこれらの災害への対応を
行いつつ、その対応経験等を踏まえて指針や
手引き、マニュアル等の策定・改訂や支援の
仕組みの充実等を行い、これらの取組みをそ
の後の災害に活かすといった形で対策の充実
を図ってきました。今般の令和６年能登半島
地震についても、被災地での現下の公費解体・
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災害廃棄物処理の推進支援を引き続き鋭意行
うとともに、その経験を踏まえ今後の大規模
災害に備えた体制整備・強化に着実に取り組
んでいくことが大事だと考えております。

【平成27年廃棄物処理法等改正について】
平成27年の廃棄物処理法改正のポイント

は、大きく２点ございます。１点目として、
平時の備えを強化するための関連規定を設け
ました。具体的には国、都道府県、市町村及
び民間事業者が災害廃棄物について連携・協
力しながら役割分担して取り組む責務を有し
ているという基本理念を明記するとともに、
国及び都道府県が平時から災害廃棄物処理の
基本方針・処理計画に基づき災害時の備えを
実施することが盛り込まれました。２点目と
して、災害時における廃棄物処理施設の新設・
活用等に係る特例措置の整備も行いました。
また、災害対策基本法の改正では、東日本大
震災やそれ以上の規模を想定した大規模災害
から生じる廃棄物処理の指針の策定や環境大
臣による処理の代行措置の整備を行っていま
す。

この改正を受け、廃棄物処理法に基づく基
本方針において、「非常災害時における施策」
という項目を新たに設け、必要な事項・内容
を盛り込んでいます。

【平成27年法改正以降の国による各種取組み】
この法改正を踏まえて行ってきたいくつか

の施策・取組みを簡単に紹介します。大規模
災害に対処するためには県域を越えた地域ブ
ロックでの取組みが重要となることから、平
成27年11月に「大規模災害発生時における災
害廃棄物対策行動指針」を策定するとともに、
地方環境事務所が中心となり、地域ブロック
協議会等を全国８カ所に設置し、地域ブロッ
ク別の行動計画の策定・改訂を行ってきまし
た。また、各自治体が策定する災害廃棄物処
理計画の策定等への助言、各自治体が行う研
修・訓練への協力等に取り組んできたところ

です。
さらに、「災害廃棄物対策指針」を平成30

年に全面改訂し、技術資料や参考資料を段階
的に充実させるとともに、発災後の初動対策
に重点を置いた「災害時の一般廃棄物処理に
関する初動対応の手引き」を令和元年に策定
し、令和３年に改訂しました。関連動画も順
次作成してきました。これらの様々な取組み・
関連資料等は、環境省の災害廃棄物対策専用
ウエブサイトに掲載しており、地方自治体や
関連事業者等に活用いただいています。

また、発災時においては、環境省職員の派
遣に加え、技術的支援・人的支援の仕組みを
設けてきました。具体的には、災害廃棄物処
理支援ネットワーク（D.Waste-Net）（平成
27年）や災害廃棄物処理支援員制度（人材バ
ンク）（令和２年）を設け、発災時にその災
害の特性・状況等に応じて現地支援のご協力
をいただいております。

財政支援については、災害が発生した場合
に災害等廃棄物処理事業費補助金や廃棄物処
理施設復旧補助金を必要額計上し、補助制度
やその運用等の見直し等も行いつつ、被災市
町に活用いただいております。

これらの各種施策・取組みの実施にあたっ
ては、災害廃棄物対策推進検討会等において
主な災害における対応や取組みの報告・検証
等を行い、有識者のご助言等をいただきなが
ら、支援制度やその運用の充実等に繋げてき
ております。今後とも令和６年能登半島地震
等への支援に取り組むとともに、検討会にお
いて能登半島地震等の経験も踏まえた今後の
大規模災害に備えた体制整備・強化の検討も
行うことにより、災害廃棄物対策の更なる充
実に繋げていきたいと考えております。

【自治体による災害廃棄物処理計画の重要性】
また、地方自治体における平時の備えとし

て一番重要なのが、災害廃棄物処理計画の策
定と実効性向上のための改訂・運用です。平
成27年法改正の後、平成30年に「災害廃棄物
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対策指針」を全面改訂するとともに、各地方
環境事務所が中心となってモデル事業等も
行ってきました。

さらに、令和５年には災害廃棄物処理計画
策定・点検ガイドラインを作成・周知するな
どの取組みを継続的に行っています。

このような取組みの結果、地方自治体にお
ける災害廃棄物処理計画の策定率は、令和４
年度末時点で都道府県は100％、市区町村は
80％となりました。第５次循環型社会形成推
進基本計画では、災害廃棄物処理計画の策定
率について、都道府県の100％に加え、市区
町村も100％という2030年度目標を新たに設
定したところです。

石川県内では、能登半島地震発生時にすべ
ての自治体でこの災害廃棄物処理計画は策定
済でした。これにより、仮置場の選定や、関
係団体等との災害協定などを最大限活用いた
だき、災害廃棄物対応に活かされたものと考
えております。今後は、災害廃棄物処理計画
の策定率100％達成はもとより、計画見直し
による計画の実効性向上も大変重要な取組み
と考えておりまして、計画の実効性向上のた
めの改訂に関する自治体への支援にもしっか
り取り組んでいきたいと考えております。

坂　川：最後のほうでご説明がありましたよ
うに、計画の見直しによる実効性向上も重要
というところ、まさにそのとおりだと思いま
すし、また、国においても自治体においても
人事異動があって経験者がまた次の人に代
わっていってしまう、そういった状況でどの
ように知見を上手く引継いでいくのかという
ことも大変大事ではないか、と思いながら今
のお話をお聞きしました。ありがとうござい
ます。被災地における災害廃棄物の処理と復
旧が早く進みますことをお祈りします。

本日は長時間にわたりインタビューに応じ

ていただき、また、とても詳しくご説明いた
だき、大変ありがとうございました。お聞き
した多くの施策が一層進みますこと、そして
今年は何と言っても、大きな災害が発生しな
いことを祈念いたします。最後に、読者に向
けたメッセージがありましたら、お願いしま
す。

松﨑課長：本日は、このような貴重な機会を
いただき、ありがとうございました。

一般廃棄物の処理は、地域の生活に密着し
た、また、地域の公衆衛生・環境保全の確保
にとって欠かせない、必要不可欠な行政サー
ビスです。一般廃棄物は日々発生するもので
あり、それを適正処理することが地域の公衆
衛生・環境保全の確保のためになくてはなら
ないものである、ということを改めて申し上
げたいと思います。回収から収集運搬・中間
処理・再生利用・最終処分まで行う、この一
連の処理体制をハード・ソフト両面で持続的
なものにしていくことが何よりも重要です。
その最前線を担っていらっしゃるのが、まさ
に全国の市区町村の方々やそれに携わる民間
事業者の方々であり、これらすべての関係者
の皆様に改めて感謝を申し上げます。

また、一般廃棄物処理は、資源循環や脱炭
素化の推進、また、災害対応などの課題とも
密接不可分な関係にあります。環境省として
は、これら様々な課題に的確に対応しつつ、
一般廃棄物処理が将来にわたって持続可能な
ものとなるよう、現下の政策課題のみならず、
中長期的な課題にも対応できるよう、様々な
観点から施策の立案・実施をし、全国の市町
村、民間事業者、関係皆様への支援をしっか
りと行っていきたいと考えております。

関係の皆様におかれましては、地域にとっ
て非常に重要な一般廃棄物行政の一層の推進
へのご協力をよろしくお願い申し上げます。


